○○同好会会則

（名称）
第1条 　この会は、「○○同好会」と称し、事務局を会長宅に置く。

　（目的）

第2条 　この会は、健康体操を通じて、会員の健康維持・増進を図り、各種イ

ベント等に積極的に参加し、地域社会へ貢献することを目的とする。

　（活動）
第3条 　この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)　 市民の健康増進を図り、地域社会の振興に関すること。

　(2)　 地域内における諸団体と連携を図ること。

　(3)　 その他、目的達成に必要なこと。

（会員）
第4条 尾張旭市に在住・在勤するもので本会の目的に賛同する者であること。

２　入会を希望する者は、役員会の承認を得なければならない。

３　退会する場合は、退会届を会長に提出すること。

（役員の構成）
第5条 　この会に次の役員を置く。なお、役員の任期は、１年とする。ただし、
再任を妨げない。

会長　１名、 副会長　２名、会計　１名、 会計監査　１名
２　 会長は委員の互選により、その他の役員は会長の推薦により選出する。

３　 この会の会議は、会長が必要に応じて召集する。

４　 議事は、会員の過半数で決し、賛否同数のときは会長の決するとこ　

　 とによる。

　（経費）

第6条 　この会の経費は、会費をもってあてる。
２　この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終　　　　了する。

　（会則の改正）

第7条 　この会則は、総会の議決を経て改正できる。
第8条 　附則　 

この会則は、平成○○年○○月○○日から施行する。
会則例





















